
◎ 製品に関する情報・お問い合わせ

最寄の弊社営業所にお問い合わせいただくか、弊社ホームページ（https://www.daiken.jp/）をご利用下さい。
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ホルムアルデヒド発散区分資料

施工業者様用

（住宅部品表示ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝによる）

Ｆ☆☆☆☆

● 製品の構成とホルムアルデヒド発散区分

防音ドア吊戸・片引[G25]

注）室内換気設備に関して本製品は
遮音性能上アンダーカット措置が
取れませんので、部屋単位での換
気にて対応願います。 あ
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この度はDAIKEN 防音ドア吊戸・片引[G25]をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品のホルムアルデヒド発散に関する性能担保は下の図表の様になっております。建築確認の際に本資料をご利用ください。


